
 

令和６年度第１回四街道市学校給食運営委員会 
 

 

 

日 時  令和６年８月６日（火） 午後１時３０分～３時３０分（予定） 

 

場 所  四街道市役所第二庁舎２階 第２会議室 

 

 

会 議 次 第 

 

 

 

 １．学校給食事業について（資料１） 

１-（１）令和５年度の実施報告 

① 学校給食費収納状況 

② 地場産物の使用状況 

③ 米飯給食の予定実施回数  

④ 学校給食費について 

１-（２）令和６年度の取組予定 

① 給食予定実施回数 

② 給食費の執行状況及び内訳 

③ 給食調理業務委託状況 

 ２．令和６年度「食に関する指導」について（資料２） 

   （１）令和６年度 食に関する指導の指針について 

   （２）令和６年度「サマー（ウインター）クッキングチャレンジ」の取組   

 ３．学校給食費に係る家庭への支援について 

（１）第３子以降学校給食費無償化について(リーフレット)(資料３-1) 

（２）学校給食支援事業について(リーフレット)（資料３-２） 

（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 

４．四街道市学校給食施設の在り方について（資料４） 

５．その他 
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䝠䝳䞊䝬䞁䝃䞊䝡
䝇䠄୍⯡䠅

୍ᐩኈ䝣䞊䝗䠄ᣦ䠅

䝯䝣䜷䝇䠄୍⯡䠅

ᮾὒ㣗ရ㻔ᣦ㻕 ᮾὒ㣗ရ㻔ᣦ㻕 ᮾὒ㣗ရ㻔ᣦ㻕
ᮾὒ㣗ရ
䠄୍⯡䠅

ᮾὒ㣗ရ䠄୍⯡䠅 ᮾὒ㣗ရ䠄୍⯡䠅

୍ᐩኈ䝣䞊䝗䠄ᣦ䠅

ᮾ㒔⤥㣗䠄ᣦ䠅 ᮾ㒔⤥㣗䠄ᣦ䠅 ᮾ㒔⤥㣗䠄ᣦ䠅
ᮾ㒔⤥㣗
䠄୍⯡䠅

䝯䝣䜷䝇䠄୍⯡䠅

䝯䝣䜷䝇㻔ᣦ䠅 䝯䝣䜷䝇䠄ᣦ䠅
᪂ᮾ

䝠䝳䞊䝬䞁䝃䞊䝡
䝇䠄୍⯡䠅

䝯䝣䜷䝇䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄ᣦ䠅
༠❧⤥㣗
䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

⸨⤥㣗䠄ᣦ䠅 ༠❧⤥㣗䠄ᣦ䠅
༠❧⤥㣗
䠄୍⯡䠅

᪥ᮏ⤥㣗䠄ᣦ䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

䝯䝣䜷䝇䠄ᣦ䠅 䝯䝣䜷䝇䠄ᣦ䠅 ༠❧⤥㣗䠄ᣦ䠅 ༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅 ༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅 ༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

ᮾὒ㣗ရ䠄ᣦ䠅 ᮾὒ㣗ရ䠄ᣦ䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

䝝䞊䝧䝇䝖䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅 ༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅᪥ᮏ⤥㣗䠄ᣦ䠅 ༠❧⤥㣗䠄ᣦ䠅 ༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

ዎ⣙ᮇ㛫

௧㻢ᖺ㻤᭶㻝᪥䡚௧㻥ᖺ㻣᭶㻟㻝᪥

༠❧⤥㣗䠄ᣦ䠅 ༠❧⤥㣗䠄ᣦ䠅 ༠❧⤥㣗䠄ᣦ䠅 ༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

䝅䝎䝑䜽䝇䠄ᣦ䠅 䝅䝎䝑䜽䝇䠄ᣦ䠅
᪂ᮾ䝠䝳䞊䝬䞁䝃䞊䝡䝇

䠄ᣦ䠅

䡸䡼䢚䡫䡴䡹᪂ᮾ䢇䡩䡬䢋䢙䡷䡬䢇䢚䡹
䠄୍⯡䠅

䠤㻞㻠䡚㻞㻡㻚㻣䠄㻣ᰯ䠅䚸
䠤㻞㻡㻚㻥䡚㻞㻢䠄㻡ᰯ䠅

㻔ᰴ㻕ᮾὒ㣗ရ

䝅䝎䝑䜽䝇䠄ᣦ䠅
䡸䡼䢚䡫䡴䡹᪂ᮾ
䢇䡩䡬䢋䢙䡷䡬䢇䢚䡹
䠄୍⯡䠅

䝅䝎䝑䜽䝇䠄ᣦ䠅
᪂ᮾ䝠䝳䞊䝬䞁
䝃䞊䝡䝇䠄ᣦ䠅

㛢㙐䚷䚷䠤㻞㻡㻚㻥䜏䛭䜙ᑠ䜢
䚷䚷䚷ᮾ㒊ㄪ⌮ሙ䛸䛧䛶㛤タ

䡸䡼䢚䡫䡴䡹᪂ᮾ䢇䡩䡬䢋䢙䡷䡬䢇䢚䡹䠄୍⯡䠅

⣙䠍㻘䠎䠑䠓㣗㻛᪥

䐠୰ኸᑠᏛᰯ䞉ᅄ⾤㐨୰Ꮫᰯ

㣗ᩘ䠄ᩍ⫋ဨྵ䠅

⣙䠎㻘䠍䠑䠎㣗㻛᪥

䐡ᅄᑠᏛᰯ䞉ྜྷᒸᑠᏛᰯ䞉᪫୰Ꮫᰯ

䐢ⰋẚᑠᏛᰯ䞉ᅄ⾤㐨୰Ꮫᰯ

䐣㒊Ꮫᰯ⤥㣗ඹྠㄪ⌮ሙ

䐟ᅄ⾤㐨ᑠᏛᰯ䞉ᅄ⾤㐨す୰Ꮫᰯ

Ꮫᰯタྡ

⣙䠍㻘䠏䠓䠒㣗㻛᪥

⣙䠐㻘䠎䠍䠍㣗㻛᪥
௧㻟ᖺ㻠᭶㻝᪥䡚௧㻢ᖺ㻣᭶㻟㻝᪥

௧㻟ᖺ㻠᭶㻝᪥䡚௧㻢ᖺ㻣᭶㻟㻝᪥

ዎ⣙ᮇ㛫

௧㻟ᖺ㻠᭶㻝᪥䡚௧㻢ᖺ㻣᭶㻟㻝᪥

௧㻠ᖺ㻠᭶㻝᪥䡚௧㻣ᖺ㻣᭶㻟㻝᪥
⣙䠍㻘䠒䠐䠌㣗㻛᪥

㻔ᰴ㻕䝯䝣䜷䝇⣙䠍㻘䠎䠓䠒㣗㻛᪥

䐤ᮾ㒊Ꮫᰯ⤥㣗ඹྠㄪ⌮ሙ
㻔ᰴ㻕ᮾிኳ❳

䠮䠒

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

ᮾὒ㣗ရ䠄୍⯡䠅

ᮾὒ㣗ရ䠄୍⯡䠅

䝯䝣䜷䝇䠄୍⯡䠅

ᮾிኳ❳䠄୍⯡䠅

ᮾிኳ❳䠄୍⯡䠅

䝯䝣䜷䝇䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅 ༠❧⤥㣗䠄୍⯡䠅

ඣ❺⏕ᚐᩘィ

௧㻢ᖺ㻤᭶㻝᪥䡚௧㻥ᖺ㻣᭶㻟㻝᪥

௧㻢ᖺ㻤᭶㻝᪥䡚௧㻥ᖺ㻣᭶㻟㻝᪥

ཷクᴗ⪅ྡ

㻔ᰴ㻕ᮾὒ㣗ရ

㻔ᰴ㻕䝯䝣䜷䝇

༠❧⤥㣗㻔ᰴ㻕

㻔ᰴ㻕ᮾிኳ❳

ཷクᴗ⪅ྡ

㻡㻌
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Ʒ̬ࡍƷᧈǍͤ៲࣎

ਤفᡶƷɥưஓǇƠƍ

ǍʙƷƱǓ૾Ǜ

ྸᚐƠŴᐯǒሥྸƠƯƍ

ƘᏡщǛ៲ƴ˄ƚǔŵ

ज़ᜓỉ࣎

ཋǛٻʙƴƠŴཋƷဃ

ငሁƴƔƔǘǔʴŷǁज़ᜓ

Ƣǔ࣎Ǜǋƭŵ

Լửᢠ৸ẴỦᏡщ

ദƠƍჷᜤȷऴإƴؕƮƍƯŴ

ཋƷԼឋӏƼܤμࣱሁƴƭ

ƍƯᐯǒЙૺưƖǔᏡщǛ៲

ƴ˄ƚǔŵ

žſƸᅶƨƪƷ࣎Ʊ˳ǛᏋǉؕஜưƢŵ

ׄᘑᢊƷٻЏƳ܇ƲǋƨƪƴŴᲰƭƷਦᤆǛᡫƠƯƴݣ

ƢǔദƠƍྸᚐƱஓǇƠƍ፼ॹǛ៲ƴ˄ƚƞƤŴဃ෨Ǜ

ᡫơƯͤࡍȷܤμưщƋǔဃǛᡛǔƜƱƕưƖǔƜƱ

ǛᫍƍŴƜƷȪȸȕȬȃȈǛႆᘍƍƨƠǇƢŵỆ᧙ẴỦਦݰ

ᾅếỉਦᤆ

ƷᑶᲢǵǯȩǽǦᲣǛȇǶǤȳ҄ƠƯ˺ƠǇƠƨࠊ

ʙỉᙲࣱ

ʙƷᙲࣱŴʙƷշƼŴ

ಏƠƞǛྸᚐƢǔŵ

ᅈ˟ࣱ

ʙƷȞȊȸǍʙǛᡫ

ơƨʴ᧓᧙̞࢟ᏡщǛ

៲ƴ˄ƚǔŵ
૨҄

Ӳע؏ƷငཋŴ૨҄ǍƴƔ

ƔǘǔഭӪሁǛྸᚐƠŴݭƢ

ǔ࣎Ǜǋƭŵ

㈨ᩱ㸰㸫㸯
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ǇƍǓǇƢŵ

ໜႸ

Ძ ዅƷ᧓ƷǈƳǒƣŴఄܖᏋѣμᑍƴƓƍƯŴʙƷᙲࣱƴƭƍƯƷྸᚐǛขǊŴ

ƷȐȩȳǹǍᐯЎǒƠƍဃǛᎋƑǔщǍԼǛᢠ৸ƢǔщǛᏋǈŴᏋǛᡫơƨڤǇƠ

ƍ፼ॹƷ࢟ǛǔƜƱŵ� � � � � ƂʙƷᙲࣱȷ࣎៲ƷͤࡍȷԼǛᢠ৸ƢǔᏡщƃ

Წ ƴ᧙Ƣǔज़ᜓƷ࣎ǛǋƪŴȞȊȸƴƭƍƯᎋƑƨǓܱោƠƨǓƢǔॖᜤǛ᭗ǊǔƜƱŵཎƴŴ

സƞƣƴǂǔƜƱǍƋƍƞƭƷॖԛሁƴƭƍƯɟʴɟʴƕᎋƑǒǕǔǑƏƴƢǔƜƱŵ

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ƃज़ᜓƷ࣎ȷᅈ˟ࣱƃ
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ᜤǛ᭗ǊƯƍƘƜƱŵ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ƃ૨҄ȷज़ᜓƷ࣎ƃ

ӕኵϋܾ↝↖ఄܖ

�� � � ȷӲఄܖưƷƴ᧙Ƣǔਦݰμ˳ᚘဒƷ˺

ȷŴఄܖᎰՃƴǑǔૅੲ

ȷᎰՃƷƴ᧙Ƣǔᄂ̲ᲢᏋᄂ̲˟Ŵఄϋᄂ̲Ŵᐯɼᄂ̲Უ

Ʒܱ

� � � ȷӲఄܖưƷžƴ᧙ƢǔਦݰſƷ࠰᧓ਦݰᚘဒƷ˺

ȷఄܖᏋѣμᑍƴƓƍƯƷƴ᧙ƢǔਦݰƷˮፗƮƚ

� � � � � � � � � � � � � ȷܓራƴࣖơƨƴ᧙ƢǔžܤμſžᘓဃſƴƭƍƯƷਦݰƷΪܱ

ȷᣂם૰ྸሁƷᆢಊႎƳݰλ

� � � � ȷఄܖዅƷžဃƖƨſƱƠƯƷဇ

� � � � � � � � � � � � ȷᏡྙႎƳᣐᐗ૾ඥƴǑǔҗЎƳዅƷ᧓Ʒᄩ̬

� � � � � � � � � � � � � ȷʙЭࢸƷƋƍƞƭƷࡁ࣋ƱʙȞȊȸƷਦݰ

� � � � � � � � � � � � � ȷئעငཋǍକƷƴ᧙Ƣǔᐻԛȷ᧙࣎Ǜ᭗ǊǔᇌƯƷپ

� � � � � � � � � � � � ȷٰܓ˞ಅ᧓ɶƴƓƚǔžǵȞȸᲢǦǤȳǿȸᲣǯȃǭȳǰȁȣȬ

ȳǸſƷܱ

ȷఄܖƩǑǓŴྂᇌᘙŴዅƩǑǓሁƷႆᘍ

� � � � � � � � � � � � � ȷ̾ŷƷܼࡊǁƷੲяȷਦݰȷяᚕ

� � � � � � � � � � � � ȷૅఄܖੲȜȩȳȆǣǢƱƷᡲઃ

� � � � � � � � � � � � � ȷܼࡊǁƷዒዓƠƨգႆѣ

ᲢʙƷᙲࣱŴܤμࣱŴʙƮƘǓǁƷӋьሁᲣ� � � � � � � � � � �

ƴ᧙Ƣǔ

ਦݰƷΪܱ

ዅƷఄܖ

Ϊܱ

ƱƷ؏עȷࡊܼ
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はじめに 

 

 

… 「学校給食施設の在り方」の策定 … 

本市では、市内小中学校 17校のうち、学校敷地内に調理場があり、その学校分のみを

調理する「自校方式*」が 9校、複数の学校給食を調理場で調理し、給食時間までに配送

する「共同調理場方式*」が２か所（8校分）で学校給食を提供しています。 

安心・安全な学校給食を提供するために、給食設備や備品については、適宜、修繕や更

新を行っているものの、市内学校給食施設は老朽化が進行（*P4図表 1「学校給食施設の経

過年数」参照）しており、今後の給食提供体制について、検討していく必要があります。 

このことから、将来にわたり、安心・安全な学校給食を提供し続けるために、「四街道市

公共施設等総合管理計画」「四街道市公共施設再配置計画」「四街道市学校施設の長寿命

化計画」などの考え方に基づき、市内学校給食施設の今後の方向性について示す「学校

給食施設の在り方」について、協議・検討をすすめていくこととしました。 

なお、検討に当たっては、本市の市域は東西７km、南北９km、行政面積 34.52㎢と

狭く、市全体を一つの区域として一体的に考えることが可能です。そのなかで「学校給食

衛生管理基準」（平成 21年 4月施行）への適合、重要性の高まる食物アレルギーなどの課

題に対して、本市としての今後の方向性を示していくことが重要です。 

 

… 「学校給食施設の在り方」の審議機関 … 

 主な審議機関は、学校給食の適正かつ円滑な運営を

図るために設置している学校給食運営委員会*としま

す。 

 

 



 

- 4 - 

  

１．現状 

 

 

… 学校給食施設 … 

（１）学校給食施設の老朽化 

学校敷地内に調理場があり、その学校分のみを調理する「自校方式」のうち、四街道

小学校は供用開始後５０年、また、複数の学校給食を調理場で調理し、給食時間までに

配送する「共同調理場方式」の北部共同調理場は、（一部、改修工事は実施しているも

のの）供用開始後47年を経過するなど、

学校給食施設の老朽化が顕著となって

います。 

  

 

 

 

* 図表 1．学校給食施設の経過年数 （R５.４月時点） 

＜自校方式＞ 

学校名 経過年数 建築年月 

四街道小学校 50 S48(1973）.3 

中央小学校 12 H22（2010）.8 

四和小学校 
46 S52（1977） 

21 H14(2002）.11大改修 

和良比小学校 32 H3（1991）.3 

吉岡小学校 30 H5(1993）.3 

四街道中学校 24 H11(1999）.3 

旭中学校 23 H12(2000）.3 

四街道西中学校 22 H13(2001).3 

四街道北中学校 27 H8(1996).3 
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＜共同調理場方式＞ 

調理場名 受配校名 経過年数 建築年月 

北部 

共同調理場 

南小学校 

47 S51(1976).3 

大日小学校 

八木原小学校 

栗山小学校 

千代田中学校 

東部 

共同調理場 

旭小学校 
42 

10 

S56(1981).3（当初、みそら小単独） 

H25(2013).8大改築 
みそら小学校 

山梨小学校 

 

 

（２）「学校給食衛生管理基準」（以下「衛生管理基準」という。）への適合 

 …HACCP（P8※注釈 1）の概念に基づく施設 

ア．調理場の使用方式 

調理場の使用方式としては、ドライシステム*とウェットシステム*があります。 

衛生管理基準において、調理場は、「ドライシステム*導入に努めること」と「ドライシス

テムを導入していない調理場はドライ運用*を図ること」とされており、本市では、現

在、基準に則った運用を実施しています。（*P8図表 2「調理場の整備状況」参照） 

※このことにより、床に有機物や水分を落とさないため、細菌の繁殖を防止できるとともに、床か

らの跳ね水による食品の汚染を防止できます。 

 

イ．調理場の環境 

調理場の環境としては、衛生管理基準において、「調理場は換気を行い、温度は

25℃以下、湿度は 80％以下に保つよう努めること。」とされています。 

（*P8図表 2「調理場の整備状況」参照） 

しかし、空調の有無については、各調理場によって異なっ

ており、施設の構造上、エアコンを設置することが難しい調

理場については、給排気システムを整えるなど環境整備に

努めてはいるものの、調理中は調理場内の温度がより高く

なるため、検討しています。  
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*図表 2．調理場の整備状況 

＜自校方式＞ 

学校名 面積（㎡） 使用方式 空調の有無 

四街道小学校 215 ドライ運用（ウェットシステム） 設置型スポット 

中央小学校 511 ドライシステム 天井型エアコン 

四和小学校 231 ドライシステム 天井スポット型 

和良比小学校 329 ドライ運用（ウェットシステム） なし 

吉岡小学校 149 ドライ運用（ウェットシステム） 天井スポット型 

四街道中学校 305 ドライシステム 天井スポット型 

旭中学校 364 ドライシステム 天井型エアコン 

四街道西中学校 538 ドライシステム 天井スポット型 

四街道北中学校 305 ドライシステム なし 

＜共同調理場方式＞ 

調理場名 面積（㎡） 運用方式 空調 

北部共同調理場 865 ドライシステム（ウェット方式） 天井スポット型 

東部共同調理場 263 ドライシステム（ウェット方式） エアコン、大型スポット 
 

 

 

また、調理場は、二次汚染の観点から、衛生管理基準において、汚染作業区域と非

汚染作業区域及びその他の区域に部屋単位で区分することなどが求められていま

す。 

しかし、本市の学校給食施設の多くは、調理場の面積の問題もあり、基準を満たし

ていない状況です。 

そのため、現在は、作業区域を区分し、台車等の往来をなくし、区域ごとの作業内容

を明確にするとともに、区域ごとに履物やエプロン等の使い分けを徹底し、管理に努

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注釈 1…HACCP（ハサップ） 

食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害をあらか

じめ分析（Hazard Analysis）し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような

対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点（Critical Control 

Point）を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理の手法 
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… 他計画との整合（他計画の目的に沿った考え方）  … 

（１）「四街道市公共施設等総合管理計画」               

（以下、「総合管理計画」という。） 

総合管理計画は、平成28年3月に策定さ

れた 50年計画で、公共施設等の維持管理・

更新等を着実に推進するための長期的な取

組の方向性を明らかにする計画です。 

あらゆるインフラを対象とし、インフラの戦

略的な維持管理・更新等を推進するための基

本的な計画となる、国の「インフラ長寿命化基

本計画」（H25.11月策定）の下に策定されま

した。 

公共施設の計画的な長寿命化を進め、歳出

予算の平準化を図りつつ、今後５０年間で保

有量（延床面積）を２０％以上削減することを

目標とする。 

 

※国の指針の改訂（令和 4年 4月 1日付総財務第 43号）に基づいて、ユニバーサルデザインによ

る整備の促進や二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の抑制に努めるなどが、一部、令和 5年 3

月に追加されています。 

 

（２）「四街道市公共施設再配置計画」（以下、「再配置計画」という。） 

再配置計画は、上記「総合管理計画」に基づいた対応方針として、令和2年2月に策

定された 10年計画です。 

このなかで、分析と評価結果、対応方針が次のように示されています。 
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 北部共同調理場 東部共同調理場 

分析結果 

・耐震診断が未実施で、一部改修

工事を行いましたが、設備を含

め、老朽化が進んでいます。 

・耐震基準を満たしていますが、一部

が設備を含め、老朽化が進んでいま

す。 

評価結果 

・共同調理場方式と自校方式が混在する現在の給食提供体制の良否を改め

て検討したうえで、将来に向けた適切かつ効率的な給食提供体制の検討が

必要です。 

対応方針 

・共同調理場方式と自校方式が混在する現在の給食提供体制の良否を改め

て検証したうえで、将来に向けて適切かつ効率的な給食提供体制を検討しま

す。 

・継続する施設は、予防保全も含め、施設の計画的な改修などを行い、長寿命

化を図ります。 

 

 

（３）「四街道市学校施設の長寿命化計画」（以下、「長寿命化計画」という。） 

長寿命化計画は、総合管理計画と連動して、令和４７年までの計画期間で、令和 3年

2月に教育委員会で策定されました。 

このなかで、策定の背景として「施設の大規模改造工事や改築には、多額の費用を要

することから、コスト縮減及び予算の平準化を図りながら、必要となる施設の改修を行

い、学校施設の機能を維持する必要があります。」「また、今後の学校施設については、

教育の場としてだけではなく、避難所、地域コミュニティ施設及び子育て支援施設とし

て様々な用途が求められています。」と記載されています。また、目的として、「…中長

期的な維持管理に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を図りつつ、学校施設

に求められる機能・性能を確保することを目的とします。」と示されています。 
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… 児童生徒数の推移 … 

安心・安全な学校給食を継続して提供するために、以前から児童生徒数の増加が見込

まれていた和良比小学校や四街道中学校の学校給食施設においては、複数年度で施設・

設備の強化策を講じるなど、限られた調理場スペースで食数に応じた対応を実施してい

るところです。 

しかし、本市の児童生徒数は、学校によって増減が異なる推計（*図表 3「児童生徒数推

計」）となっており、長期的な視点での学校給食施設の整備が求められます。 

*図表 3．児童生徒数推計                            （R5.5月基準、学務課） 

小学校名 R5.5.1 ⇒ R8.5.1 ⇒ R11.5.1 R5 と 11の比較 

四街道小学校 768人 ↗+27 795人 ↘-32 763人 ↘-5 

旭小学校 158人 ↘-27 131人 ↘-22 109人 ↘-49 

南小学校 556人 ↗+65 621人 ↘-22 599人 ↗+43 

中央小学校 708人 ↘-113 595人 ↘-88 507人 ↘-201 

大日小学校 511人 →-2 509人 ↘-22 487人 ↘-24 

八木原小学校 483人 ↗+59 542人 ↘-12 530人 ↗+47 

四和小学校 546人 ↘-29 517人 ↘-25 492人 ↘-54 

山梨小学校 120人 ↗+55 175人 ↗+33 208人 ↗+88 

みそら小学校 113人 ↘-12 101人 ↘-18 83人 ↘-30 

栗山小学校 211人 →-4 207人 ↘-15 192人 ↘-19 

和良比小学校 886人 ↗+57 943人 ↘-146 797人 ↘-89 

吉岡小学校 267人 ↘-82 185人 ↘-22 163人 ↘-104 

 5,327人  5,321人  4,930人 -397 

 

中学校名 R5.5.1 ⇒ R8.5.1 ⇒ R11.5.1 R5と 11の比較 

四街道中学校 689人 ↗+99 788人 ↗+52 840人 ↗+151 

千代田中学校 416人 ↗+58 474人 ↗+55 529人 ↗+113 

旭中学校 376人 ↘-70 306人 ↘-24 282人 ↘-94 

四街道西中学校 533人 ↘-26 507人 ↗+21 528人 →-5 

四街道北中学校 502人 ↗+27 529人 ↘-81 448人 ↘-54 

 2,516人  2,604人  2,627人 +111 
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… 学校給食施設の食数と調理業務等に係る委託金額 … 

本市では、学校給食調理等業務について、入札により決定した事業者と委託契約を行

っています。複数の学校給食施設をグループにして契約することで、緊急時に応急的な

対応（例：学校給食施設で調理員に欠員が出た際、応急的にグループ内で調整する等）が可能に

なるなど、学校給食の提供に支障がないように努めた業務委託を実施しています。 

 

*図表 4．一日あたりの食数と調理業務等に係る委託金額（令和４年度）   （児童生徒数、R4.5.1基準） 

学校名 （児童生徒数） 食数/日 調理業務等に係る委託金額 

四街道小学校 796人 829食 30,976,000円 

中央小学校 714人 779食 28,459,200円 

四和小学校 534人 570食 24,200,000円 

和良比小学校 828人 876食 28,870,600円 

吉岡小学校 286人 310食 18,694,500円 

四街道中学校 667人 665食 25,010,700円 

旭中学校 383人 399食 18,694,500円 

四街道西中学校 512人 526食 24,563,000円 

四街道北中学校 547人 548食 22,360,800円 

               ※共同調理場は、委託金額に配送業務に係るものを含みます。 

調理場名 受配校名 （児童生徒数） 食数/日 調理業務等に係る委託金額 

北部 

共同調理場 

南小学校 517人 535食 

2,174食 55,539,000円 

大日小学校 509人 501食 

八木原小学校 481人 481食 

栗山小学校 223人 237食 

千代田中学校 428人 420食 

東部 

共同調理場 

旭小学校 156人 184食 

447食 27,830,000円 みそら小学校 124人 136食 

山梨小学校 121人 127食 
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〇調理業務等委託に関する児童生徒一人あたりのコスト＜参考比較＞ 

調理業務等に係る委託金額について、図表 4（*P12「一日あたりの食数と調理業務等に係

る委託金額（令和４年度）」参照）のデータに基づき、児童生徒一人あたりのコストを、自校方

式と共同調理場方式（大規模）で参考比較すると、自校方式でおよそ 4万、共同調理場方

式（大規模）でおよそ2万５千円となっています。（※共同調理場方式は、委託金額に配送業務に係る

ものを含むため、小規模な場合は、人数当たりのコストが大きくなります。） 

この違いは、調理施設が分散すると、人数あたりで比較した際に学校給食調理員の人

員が多く必要となることによるところが大きくなっています。 

 

<参考>*図表 5．自校方式と共同調理場方式のコスト比較 （図表 4のデータを使用）      

自
校
方
式
・小
学
校 

学校名 （児童生徒数） 調理業務に係る委託金額 

四街道小学校 796人 

3,158人 

30,976,000円 

131,200,300円 

中央小学校 714人 28,459,200円 

四和小学校 534人 24,200,000円 

和良比小学校 828人 28,870,600円 

吉岡小学校 286人 18,694,500円 

     41,545円/人 

自
校
方
式
・中
学
校 

学校名 （児童生徒数） 調理業務に係る委託金額 

四街道中学校 667人 

2,109人 

25,010,700円 

90,629,000円 
旭中学校 383人 18,694,500円 

四街道西中学校 512人 24,563,000円 

四街道北中学校 547人 22,360,800円 
 

 42,972円/人 
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 ※共同調理場は、委託金額に配送業務に係るものを含みます。 

共
同
調
理
場
方
式
（大
規
模
） 

調理場名 （児童生徒数） 調理業務に係る委託金額 

北部 

共同調理場 

南小 517人 

2,158人 55,539,000円 

大日小 509人 

八木原小 481人 

栗山小 223人 

千代田中 428人 

 25,736円/人 

共
同
調
理
場
方
式
（小
規
模
） 

調理場名 （児童生徒数） 調理業務に係る委託金額 

東部 

共同調理場 

旭小 156人 

401人 27,830,000円 みそら小 124人 

山梨小 121人 

 69,401円/人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注釈 2…学校給食調理員の数 

〇学校給食に従事する職員の定数確保および身分の安定について 

 （昭 35.12.14文体給 277文部省体育局長から） 

児童または生徒の数 従事員の数 

100人以下 

101人～300人 

301人～500人 

501人～900人 

901人～1,300人 

1,300人以上 

1人または 2人 

2人 

3人 

4人 

5人 

6人に児童または生徒の数が500人を増すごとに 1人を加えた数 
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… 食育の推進 … 

本市の学校給食においては、年間を通して四街道産コシヒカリを指定して白米を提供

するなど、地場産物*を積極的に活用する地産地消を行っています。  

また、年度ごとに、市内全校でテーマを決めた取組を実施しており、今年度は日本各地

域の食材を使用し、風土にあった食べ物として独自の調理方法で作られた全国の郷土料

理を毎月献立に取り入れています。 

このように本市では、郷土料理や伝統的な食文化等について理解を深める学習や世界

の様々な食を体験できる献立など「知産知消*」を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

… バランスのとれた栄養豊かな献立の工夫 … 

学校給食では、成長期にある子どもたちが健康を保ち、

健やかに成長できるよう、栄養バランスを考慮した献立を、

調理方法に気を配りながら、栄養士が工夫を凝らして作成

しています。 

家庭で不足しがちな栄養素を補うための献立や生活習

慣病などの予防に配慮して脂肪を多く摂りすぎないように

した献立などにも取り組んでいます。 

 

 

 

 
<R4.6月>地場産の野菜を使用したカレー 

 

<R4.7月>タコライス（沖縄県） 
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… 学校給食の提供温度 … 

複数の学校給食を調理場で調理する「共同調理場」においては、調理後に受配校*への

配送が必要となります。 

そのため、共同調理場においては、配送時間を考慮し、保温性に優れた容器を使用する

など、温かいものを温かく、冷たいものを冷たいまま提供できるよう工夫することで、自

校方式の水準を確保できるよう努めています。  

*図表6．提供温度測定結果（抽出）                   （参考抽出期間：R5.９月中旬） 

区分 料理 
調理後 給食開始前 

中心温度 （測定時刻） 提供温度 （測定時刻） 

自校方式 

小学校 

ご飯 53.9 10：23 46.4 12：15 

主菜 62.9 11：22 49.9 12：15 

副菜 17.3 11：22 21.0 12：15 

汁物 73.9 11：35 67.4 12：15 

牛乳 9.9 11:22 13.3 12：15 

中学校 

ご飯 64.6 12：40 57.2 12：35 

主菜 52.2 11：49 39.3 12：36 

副菜 16.9 11：46 21.5 12：35 

汁物 70.1 12：05 70.0 12：35 

牛乳 11.9 11：50 13.5 12：35 

共同調理場方式 

ご飯 60.5 10：05 52.5 12：13 

主菜 88.2 10：25 37.6 12：13 

副菜 16.1 9：50 21.3 12：14 

汁物 87.8 10：25 55.4 12：14 

牛乳 8.9 6：51 11.5 12：10 

   注釈）「調理後」の測定は中心温度計、「給食開始前」の測定は放射温度計（※表面の温度を測定）を使用 
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… 食物アレルギー等への対応 … 

医療機関での診断書等に基づいて学校での管理を求めるアレルギーをもつ児童生徒

は、保護者との連携や保護者からの情報提供が大切であり、対応においても事故の起こ

らないよう慎重な対応が求められるところです。 

給食提供においては、「学校給食における食物アレルギー対応指針」に基づき、安全性

を最優先とする考え方のもと、食物アレルギー対応を踏まえた献立作成の配慮とともに、

各給食施設の設備や調理能力を考慮し、可能な範囲でアレルギー除去食を提供していま

す。 

アレルギー除去食の提供では、学校を含む給食の各段階におけるチェック機能を強化

し、継続的に取り組んでいるところです。 
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2．課題 

 

 

… 現状に対する課題 … 

「１．現状」について、様々な角度から整理すると、概ね、以下のとおりです。 

*図表 7．調理場方式別にみる現状に対する課題   

 自校方式 共同調理場方式 

施設の老朽化 

・四街道小学校は供用開始後５０

年、和良比小学校や吉岡小学校

は 30年以上経過している。 

・今後、長期にわたり大規模改修や

更新（建て替え）工事が必要にな

る。 

・北部共同調理場は、供用開始後

47年を経過しており、大規模改修

や更新（建て替え）工事が必要で

ある。 

・更新（建て替え）工事期間中は、学

校給食を提供できない。 

また、学校敷地内の建物や運動場

の使用が制限される場合があり、

教育活動への影響が大きい。 

・大規模改修や現在地での更新（建

て替え）の場合、工事期間中は学

校給食を提供することができな

い。 

衛生管理 

 

・建物が狭く、基準を満たす改修が

出来ない。 

・食数に対して施設が狭く、作業方

法の工夫などの運用で基準を満た

すよう努めているため、作業の負

担が大きい。 

・敷地が狭く、現在地での更新（建

て替え）では、基準を満たした施設

整備とすることは出来ない。 

・衛生管理基準を満たしていない。 

・食数に対して施設が狭く、作業方

法の工夫などの運用で基準を満た

すよう努めているため、作業の負

担が大きい。 
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 自校方式 共同調理場方式 

「総合管理計画」 

の視点 

・更新（建て替え）の場合、衛生管

理基準に則った整備が必要なた

め、保有量（延床面積）の削減は

不可能。 

・更新（建て替え）の場合、衛生管理

基準に則った整備が必要であり、

保有量（延床面積）は増加する。 

「再配置計画」 

の視点 

 

・北部共同調理場は、現在地での更

新（建て替え）工事は、不可。（改修

は可。） 

「長寿命化計画」 

の視点 
・トータルコストの縮減を図る必要がある。 

児童生徒数 

・すべての小学校で、児童数の減少

が見込まれている。 

・中学校の生徒数は、地区により、

増減の傾向が異なっている。 

・千代田中学校地区で児童生徒数

の増加が見込まれている。 

・今後6年間で、小学校児童数で7.45％減、中学校生徒数で4.41％増、

全体では 3.65％の減少が見込まれている。将来人口を見据えた計画的

な整備が重要となる。 

調理業務委託 
・施設が分散しているため、人件費

や管理など費用が多額になる。 

・自校方式に比べ、費用が抑制でき

る。 

食育 

・学校ごとにきめ細かい食育の推進

が可能である。 

・学校規模に応じ、地場産物の食材

購入が行いやすい。 

・受配校の食育指導は、巡回指導に

よる実施となる。 

栄養士 

・栄養士は各学校一人であり、一人

で学校給食に関するすべての管

理業務を行う必要がある。 

・規模（食数）等により、栄養士が複

数配置となる。相談・協力して業務

を遂行することが可能である。 

・予防保全も含めた計画的な改修

などにより、長寿命化を図る。 
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 自校方式 共同調理場方式 

献立や提供温度 
・配送がないため、調理時間が確保

しやすい。 

・調理後に受配校への配送が必要

となる。 

アレルギー対応 

・「学校給食における食物アレルギー対応指針」では、食物アレルギーを有

する児童生徒にも給食を提供することが示されている。 

・安全性の確保が最優先であり、各

給食施設の設備や調理能力など

により、アレルギー除去の対応が

異なる。 

・アレルギー除去可能な献立の場合

のみ対応し、個別の食缶で提供す

るなど安全性が確保できる場合に

実施する。 
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3．考察、評価 

 

 

… 更新（建て替え）についての考察、評価 … 

本市の現状と課題を踏まえ、更新（建て替え）について、「混在型*」「センター型*」別に

考察、評価すると、概ね、以下のとおりです。 

*図表 8．混在型、センター型別にみる更新（建て替え）についての考察   

視点 
混在型 

（自校方式と共同調理場方式が混在） 

センター型 

（共同調理場方式のみに集約） 

公
共
施
設
の
保
有
量
（延
床
面
積
） 

衛生管理

基準、

HACCP 
×

削

減

不

可 

・今後、食数に大きく変動がない

場合でも、更新時には、既存の

調理施設より広い面積が必要

となるため、保有量（延床面

積）の増加は免れない。削減は

不可能。 

〇

削

減

可 

・複数施設を集約することによ

り、衛生管理基準等に適合す

る整備を行った場合において

も、既存の保有量（延床面積）

と比較して、削減が可能。 総合管理

計画 

施
設
整
備 

効率的な 

整備 

 

△

一

部

可 

・施設が分散しているため、人

件費や管理など費用が多額

になり、非効率。 

・老朽化が進む施設より順次

更新することが可能。 

〇

対

応

可 

・複数施設を集約することによ

り、建設費、人件費、管理費用

などが抑制できるなど、トータ

ルコストの縮減が見込める。 

・計画的に整備することで、対象

施設については、集約年度を

見込んだ委託契約、備品購

入、工事・改修を実施すること

が可能。 
× 

・北部共同調理場は、現在地で

の更新は不可。改修は可。 

トータルコストの縮減を図ることが重要 
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視点 
混在型 

（自校方式と共同調理場方式が混在） 

センター型 

（共同調理場方式のみに集約） 

施
設
設
備 

児童 

生徒数 
△ 

・学校により、増減の傾向が異

なっているため、現行施設ご

との更新は非効率。 

〇 

・学校や地域によっての将来的

なばらつきがあっても、対応が

しやすい。 

教育活動

への影響 

△

影

響

あ

り 

・工事期間中は、建物や運動

場の使用が制限されるため、

影響が大きい。 

〇

影

響

な

し 

・整備場所は学校敷地外であ

り、教育活動への影響は少な

い。 

（食育） 

調理の 

見学等 

×

不

可 

・見学ルート等は、建物や敷地

が確保できないため、整備で

きない。 

△

一

部

検

討

可 

・児童生徒や保護者等の見学ル

ートの整備などが可能。 

〇 

・自校方式では、調理のにおい

や音で、学校給食を身近に感

じられる。 

複合的な 

活用 

×

不

可 

・学校敷地内は、教育に資する

施設が最優先。その他、教育

活動への影響、管理や警備

等を考慮すると、複合的な活

用を見込んだ整備は難しい。 

△

検

討

可 

・地域住民が活用可能な研修

室、コミュニティスペースの検

討など、（整備用地等の条件に

よって）他の用途の組み入れを

検討することが可能。 

安
心
・安
全
な
学
校
給
食 

アレルギー

対応 
△ 

・アレルギー対応（除去等）専用

の調理環境の整備は、調理場

面積を考えると、難しい場合が

多い。 

〇

対

応

可 

・アレルギー対応（除去等）専用

の調理環境を整備することが

可能。 

調理時間 

（配送） 
△ 

<自校方式> 

・配送がないため、調理時間が

確保しやすい。 

△ 

<共同調理場方式> 

・調理後に配送が必要となるた

め、自校方式よりも調理時間

が制限される。 

<共同調理場方式> 

・調理後に配送が必要となるた

め、自校方式よりも調理時間

が制限される。 
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視点 
混在型 

（自校方式と共同調理場方式が混在） 

センター型 

（共同調理場方式のみに集約） 

安
心
・安
全
な
学
校
給
食 

（工事中の） 

学校給食

の提供 

×

対

応

不

可 

・工事期間中は、学校給食を提

供できない。 

・他給食施設から給食の提供を

受けることは難しい。 

〇

対

応

可 

・（整備場所は学校敷地外のた

め、）工事期間中も引き続き、

学校給食を提供できる。 

衛生管理 △ 

・調理員は複数の調理作業を行

うため、衛生管理上の配慮が

必要。 

〇 
・調理業務の完全分業が可能な

ため、衛生管理が徹底される。 

食中毒等

事故発生

リスク 

△ 
・給食施設ごと、個別管理の徹

底が必要。 
△ 

・一元管理が可能なため発生リ

スクを抑えやすい。 

△ 

<自校方式> 

・自校のみのため、事故発生時

の被害は最小限。 

△ 

<共同調理場方式> 

・事故発生時の影響が大きい

（受配校すべてに及ぶ）。 <共同調理場方式> 

・事故発生時の影響が大きい

（受配校すべてに及ぶ）。 

食
育 

地場産物

活用等 

〇 

・産物を指定した食材購入は、

食数が少ない調理施設の方が

調整しやすい。 

△ 

・自校方式に比べると、食数が

多く、産地を細かく指定できな

いこともある。 

△ 

<自校方式> 

・学校行事等に配慮した独自の

献立の提供が可能。 

△ 

<共同調理場方式> 

・各学校の学校行事等に配慮し

た献立の提供は難しいが、季

節を感じられる献立の提供は

可能。 

<共同調理場方式> 

・各学校の学校行事等に配慮し

た献立の提供は難しいが、季

節を感じられる献立の提供は

可能。 
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視点 
混在型 

（自校方式と共同調理場方式が混在） 

センター型 

（共同調理場方式のみに集約） 

食
育 

食育指導 

〇

対

応

可 

<自校方式> 

・学校ごとにきめ細かい食育の

推進が可能である。 〇

対

応

可 

<共同調理場方式> 

・受配校への巡回指導を計画的

に実施することで、食育の充実

を図ることが可能である。 

<共同調理場方式> 

・受配校への巡回指導を計画的

に実施することで、食育の充実

を図ることが可能である。 

栄
養
士
業
務 

管理業務 － 

<自校方式> 

・各学校一人の栄養士が、一人

で学校給食に関するすべての

管理業務を行う必要がある。 

－ 

<共同調理場方式> 

・複数配置の栄養士が、相談・

協力して業務を遂行することが

可能だが、規模（食数）等によ

り、配置人数が異なる。 

<共同調理場方式> 

・複数配置の栄養士が、相談・

協力して業務を遂行すること

が可能だが、規模（食数）等に

より、配置人数が異なる。 

自校方式の場合、他に、以下のことが考えられます。 

①拡張・整備する場合 

給食提供を続けながら拡張・整備をする場合、衛生管理基準に則った給食施設にする必要が

あります。例えば、調理場は、汚染作業区域と非汚染作業区域及びその他の区域に部屋単位で

区分することが求められており、給食施設全体として必要となる延床面積が増加することなどか

ら、学校施設内の余裕スペース、もしくは敷地内にスペースを確保する必要があります。また、確

保するスペースには、建て替え後の給食提供を考慮し、雨風に左右されない学校（教室）までの

廊下の整備、高低差が生じる場合にはその解消などが必要です。今後の給食提供を可能な限り

負担ないものとすることや安全な教育活動を確保することから、敷地内を車両で移動することは

避けなければいけません。 

②更新（建て替え）する場合 

自校方式の給食施設を、既存の場所に建て替える場合、取り壊してから新施設が稼働するま

での約２年間は給食の提供が出来ません。その間、各家庭のご協力をいただき、弁当持参をして

いただくか、民間事業者の調理施設で調理したいわゆる「弁当」や飲用牛乳・パンを、学校給食

として各学校に配送するなどの手段により、希望者に提供することとなります。購入する弁当方

式の給食によっては「あたたかい食事」が提供できないことも考えられます。 
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４．今後の方向性 

 

 

… 本市の「学校給食施設」整備の方向性 … 

◎◎「「セセンンタターー型型」」へへのの移移行行ををすすすすめめるる   

現在、本市の学校給食施設は、自校方式と共同調理場方式とが混在しています。 

今後、自校方式での更新は、主に以下の課題があることから、安心・安全で安定的に学

校給食を提供し続けるために、（共同調理場方式のみに集約する）センター型への移行を

基本とすることが望ましいと考えます。 

…自校方式での更新の課題… 

① 衛生管理基準等に適合する施設整備とするには、給食施設全体として必要とな

る延床面積が増加するため、「今後５０年間で保有量（延床面積）を２０％以上削

減」という総合管理計画（*P9参照）の目標に合わないこと 

   ※アレルギー対応（除去等）専用の調理環境を整えるには、更に、調理場面積が必要に 

なります。 

② 工事期間中は、建物や運動場の使用が制限されるため、教育活動への影響が

大きいこと 

③ 工事期間中は、給食施設が使用できないこと 

※取り壊しから施設稼働までの約２年間は、学校給食を提供することが出来ません。 

また、他の自校式調理場から学校給食の提供を受けることは出来ません。 

④ 地域や学校により、児童生徒数の増減の傾向が異なるため、それぞれの学校ご

とに再整備するのは非効率であること 
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また、センター型への移行に関しては、整備場所が学校敷地外となるため、「工事期間

中も引き続き、安心・安全な学校給食を提供することが可能」 「工事によって学校の建物

や運動場の使用が制限されることなく、教育活動への影響が少ない」 といったメリット

があります。 

一方、共同調理場方式には、「調理後に配送が必要となるため、自校方式に比べると調

理時間が制限される」「各学校の学校行事等に配慮した献立の提供は難しい」「一元管理

が可能なため食中毒等の発生リスクは抑えやすいが、事故発生時には受配校すべてに影

響が及ぶ」といった課題はあるものの、現在、稼働している２か所の共同調理場において、

安心・安全な学校給食を提供できてい

ると認識しています。 

そのため、共同調理場方式において

は、今後も、「季節を感じられる献立の

提供に努める」「受配校への巡回指導を

計画的に実施することで、食育の充実

を図る」など、方式にあった検討・改善

や食育の工夫を行いながら、学校給食

を安定的に提供できるよう努めていく

ことが重要です。 

 

◎◎整整備備かか所所はは「「２２かか所所」」ととすするる   

これまで、「本市の市域は東西７km、南北９km、行政面積 34.52㎢と狭く、市全体を

一つの区域として一体的に考えることが可能」という前提条件のもとで検討を行い、トー

タルコストの縮減のための効果的な方法として、前項において、“センター型への移行を

基本とすることが望ましい”としたところです。 
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本市の学校給食施設の経過年数や設備の状況は様々（*P6 図表 1．「学校給食施設の経

過年数」参照）であり、以下の理由から、「老朽化が顕著で再整備に向けての早急な対応が

必要な複数の施設を統合する施設整備」と、「それ以外の複数の施設を将来的に統合する

施設整備」との２か所として、計画的に施設更新を進めることが望ましいと考えます。 

…理由… 

① 施設自体の老朽化が顕著な学校給食施設を優先した（集約する）整備計画とす

ることで、現在の推計をもとに、規模や建設地の検討などを具体的に進めやす

い。 

② 設備・調理機器は、集約年度を見込んだ備品購入、工事・改修を実施すること

で、コストの削減につながる。 

③ 関係部署等と連携して、児童生徒や市民による調理場の見学や会議室等の市

民が活用できる施設設備を検討することも可能である。その場合、より多くの市

民が活用しやすい形を考えると、複数か所が望ましい。 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

- 26 - 

  

 

 

＊用語の説明 

 

自校方式 … 学校施設内に給食施設があり、敷地内の調理場でその学校分

のみを調理し、学校給食として提供する方式 

共同調理場方式 … 複数の学校給食を調理場で調理し、給食時間までに配送する

方式 

学校給食衛生管理基準 … 学校給食法に基づいて制定された、学校給食における潁川管

理の基準。平成 21年 4月 1日から施行されており、学校給

食の調理、配膳、食器の洗浄、残飯の処理などに関する衛生

的な要件や方法を定めている。文部科学省は、学校給食の安

全性と品質の確保のため、本基準に沿った適切な衛生管理の

実施を求めている。 

学校給食運営委員会 … 学校給食運営委員会条例による組織、教育委員会の附属機関 

HACCP … P8 注釈 1 

ドライシステム … 床に水が落ちない構造の施設・設備、機械器具を使用し、床

が乾いた状態で作業するシステム。調理場内の湿度を低く保

ち、細菌増殖を抑え、食中毒の発生要因を少なくすること。 

ウェットシステム／ 

ドライ運用 

… 

 

古い基準の調理場で見られる床が水浸しになっている、ドラ

イ化していない方式をウェットシステムと呼び、ドライ運用

は、ドライ化していない（ウェットシステムの）調理場にお

いて、ドライシステムと同様に床を乾かした状態で使うこと 

地場産物 … 地元で生産された農林水産物のをことを指し、本市の学校給

食では、四街道市・佐倉市・八街市で生産されたものを地場

産物としている 

知産知消 … 地域で生産された様々な生産物や資源をその地域で消費する

「地産地消（地域消費・地域生産の略語）」に加え、その食

物の産地を知り、消費のされ方を知る、といった取組 

受配校 … 共同調理場で調理した学校給食が配送される学校 

汚染区域 … 検収食品に付着している泥やほこり等の異物を取り除いた

り、食器等の洗浄などを行う場所 

非汚染区域 … 加熱調理や調理した食品を運搬用の容器に移し替える作業な

どを行う場所 
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おわりに 

 

今回の「在り方」検討においては、市の他計画との整合を図りながら、安心・安全な学校

給食を安定的に提供し続けるためにはどうあるべきかを協議しました。 

審議にあたっては、コスト面だけではなく、委員それぞれの立場から、様々な視点での

議論を行い、『２か所の共同調理場方式（センター型）に集約することが有効である』とい

う結論となりました。 

 

学校給食においては、安定的な提供に加えて、献立内容を充実させ、食に関する指導

と関連付けることで、「生きた教材」として活用し、食育を効果的に推進することが、児童

生徒にとって、とても大切なことだと考えます。 

その点も考慮しながら、今後、整備に向けた検討においては、本「在り方」を踏まえた審

議をいただきたいと願っています。 

 

 

 


